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ト

◆
児
童
・
生
徒
ま
た
は
、
保
護
者

　
が
市
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る

　
人

※
「
児
童
・
生
徒
」
と
は
、
７
歳

　
に
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の

　
４
月
１
日
か
ら
　
歳
に
な
っ
た

１５

　
日
以
降
最
初
の
３
月
　
日
ま
で

３１

　
の
間
に
あ
る
人
で
、
他
市
町
村

　
助
成
制
度
の
対
象
者
や
、
乳
幼

　
児
・
心
身
障
害
者
医
療
費
の
助

　
成
を
受
け
て
い
る
人
は
助
成
対

　
象
か
ら
除
か
れ
ま
す
。

※
母
子
・
父
子
家
庭
医
療
費
の
助

　
成
を
受
け
て
い
る
人
は
、
入
院

　
時
の
２
０
０
０
円
の
自
己
負
担

　
額
分
を
、
子
ど
も
入
院
医
療
費

　
で
助
成
し
無
料
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
次
に
該
当
す
る
場
合
は

子
ど
も
入
院
医
療
費
の
助
成
を
受

助
成
の

対
象
と
な
る
人

け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯

◆
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
児
童
・

　
生
徒
の
保
護
者
の
所
得
が
制
限

　
限
度
額
以
上
の
場
合
【
表
１
】

対
象
と
な
る
医
療
費

　
対
象
と
な
る
児
童
・
生
徒
が
、

平
成
　
年
７
月
１
日
以
降
に
入
院

２１

し
た
際
の
医
療
費
の
自
己
負
担
額

分
（
保
険
診
療
分
の
み
）
が
助
成

の
対
象
と
な
り
ま
す
。（
入
院
時

の
食
事
療
養
費
や
容
器
代
、
診
断

書
代
、
病
衣
代
、
差
額
室
料
な
ど

の
保
険
診
療
以
外
の
も
の
は
、
助

成
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
）。

　
ま
た
、 
高
額
療
養
費
（
注
１
）、

付
加
給
付
金
（
注
２
）
な
ど
の
支

給
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
額
を
差

し
引
い
て
の
助
成
と
な
り
ま
す
。

（
注
１
）保
険
診
療
に
係
る
1
カ
月

　
小
・
中
学
生
が
病
気
や
ケ
ガ
な
ど
で
入
院
し
た
際
の
医
療
費
（
健
康
保
険
が
適
応
と
な
る
診
療
の

み
）
の
う
ち
、
自
己
負
担
額
を
市
が
助
成
す
る
「
子
ど
も
入
院
医
療
費
助
成
制
度
」
が
新
た
に
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。

　
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
成
長
と
、
子
育
て
家
庭
に
お
け
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
目
的
と
す
る

新
制
度
。
今
月
号
で
は
、
「
子
ど
も
入
院
医
療
費
助
成
制
度
」
の
詳
細
を
紹
介
し
ま
す
。
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の
自
己
負
担
額
が
一
定
額
を
超

　
え
た
と
き
に
、
そ
の
超
え
た
額

　
が
後
で
保
険
者
か
ら
支
給
さ
れ

　
る
制
度

（
注
２
）
健
康
保
険
を
適
用
し
て
治

　
療
を
受
け
た
と
き
に
診
療
所
や

　
病
院
な
ど
の
窓
口
で
支
払
っ
た

　
自
己
負
担
に
対
す
る
保
険
者
独

　
自
の
給
付
制
度

助
成
の
方
法

　
子
ど
も
入
院
医
療
費
の
助
成
は
、

次
の
よ
う
に
行
わ
れ
ま
す【
図
１
】

①
入
院
後
、
医
療
機
関
な
ど
で

　
い
っ
た
ん
、
医
療
費
を
支
払
い

　
ま
す
。

②
「
子
ど
も
入
院
医
療
費
助
成
申

　
請
書
」（
オ
レ
ン
ジ
色
で
市
民
福

　
祉
課
窓
口
に
備
え
付
け
て
あ
り

　
ま
す
）
に
医
療
機
関
の
証
明
を

　
も
ら
う
か
、
受
診
し
た
児
童
の

　
氏
名
、
受
診
日
、
診
療
点
数
な

　
ど
が
わ
か
る
領
収
書
（
レ
シ
ー

　
ト
は
不
可
）
を
添
付
し
て
各
総

　
合
支
所
市
民
福
祉
課
へ
提
出
し

　
ま
す
。

③
対
象
と
な
る
医
療
費
分
の
費
用

　
が
後
日
口
座
振
込
で
、
助
成
さ

　
れ
ま
す
。

※
入
院
に
係
る
医
療
費
を
支
払
っ

た
日
か
ら
２
年
以
内
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
期
間
を
超
え
た
場
合

は
助
成
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

※
母
子
・
父
子
家
庭
医
療
費
を
受

所得制限限度額扶養親族の数所得制限限度額扶養親族の数

4,541,000円３人3,401,000円０人

4,921,000円４人3,781,000円１人

5,301,000円５人4,161,000円２人

【表１】子ども入院医療費助成制度の所得制限限度額　　（平成２１年７月１日現在）





給
さ
れ
て
い
る
人
は
「
母
子
・
父

子
家
庭
医
療
費
助
成
申
請
書
」
と

「
子
ど
も
入
院
医
療
費
助
成
申
請

書
」
の
両
方
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
「
母
子
・
父
子
家
庭
医
療

費
助
成
申
請
書
」
は
原
則
医
療
機

関
へ
提
出
し
て
も
ら
い
ま
す
が
、

「
子
ど
も
入
院
医
療
費
助
成
申
請

書
」
と
一
緒
に
市
民
福
祉
課
窓
口

へ
提
出
も
可
能
で
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

◆
入
院
し
た
医
療
機
関
の
領
収
書

　
ま
た
は
助
成
申
請
書
へ
の
証
明

◆
印
鑑
（
シ
ャ
チ
ハ
タ
以
外
）

◆
対
象
と
な
る
児
童
・
生
徒
の
健

　
康
保
険
証
の
写
し

◆
付
加
給
付
の
証
明

※
社
会
保
険
の
人
は
申
請
書
中

「
付
加
給
付
に
関
す
る
証
明
」欄
に
、

勤
務
先
の
事
業
所
か
ら
の
証
明
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
国
保
・
政
府
管
掌
健
保

（
古
川
・
石
巻
社
会
保
険
事
務
所
な

ど
）
の
場
合
は
記
載
は
不
要
で
す
。

◆
保
護
者
名
義
の
通
帳
の
写
し

　（
普
通
預
金
口
座
）

◆
所
得
証
明
書

　（
扶
養
人
数
の
分
か
る
も
の
）

○
７
月
～
９
月
の
入
院
の
場
合

　
平
成
　
年
度
課
税
（
平
成
　
年

２０

１９

　
中
所
得
）
の
所
得
証
明
書

○
　
月
以
降
の
入
院
の
場
合

１０
　
平
成
　
年
度
課
税
（
平
成
　
年

２１

２０

　
中
所
得
）
の
所
得
証
明
書

※
市
に
当
該
年
の
１
月
１
日
に
住

所
が
あ
り
、
個
人
の
所
得
の
確
認

に
つ
い
て
同
意
が
あ
る
場
合
は
、

所
得
証
明
書
の
添
付
を
省
略
で
き

ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　
福
祉
事
務
所
　
子
育
て
支
援
課

　
児
童
福
祉
係

　

０
２
２
０
（
　
）
５
５
６
２

５８

※扶養親族の数は、税法上の扶養親族数のことを表しています。

◎心身障害者医療費助成を受けることができる人は、心身障害者医療優先で申請願います。

　　医療機関でいったん医療費を支払い
　　ます。

　　医療費助成申請書に医療機関の署名
　　または、必要な領収書などを添付し　
　　て総合支所に申請します。

　　対象となる医療費分の費用が口座に
　　振り込まれます。

【①】

【②】

【③】

助成対象とならないもの

　　　

　子ども入院医療費助成制度　



対象となる児童・生徒が病気やケガで入院

【図①】子ども入院医療費の助成はこうして行われます
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金


